
別紙１ 

                 

仕様書 

 

１ 件名 

  菊川浄水場機械警備業務 

２ 目的 

浄水施設の安全及び業務の円滑な運営を確保するため、浄水施設への不法

侵入、破壊活動等を未然に防ぐことを目的として、機械警備を実施する。 

３ 実施場所 

所  在  地 下関市菊川町大字田部６５１番地 

警備対象施設 菊川浄水場（別図１、２のとおり。） 

４ 契約期間等 

（１）契約期間 契約締結日から令和１０年５月３１日まで 

（２）準備期間 契約締結日から令和７年５月３１日まで 

（３）履行期間 令和７年６月１日から令和１０年５月３１日まで 

（４）そ の 他 長期継続契約とするため、契約締結日の属する年度の翌年度

以降において、歳出予算の当該契約経費について減額又は削除

があった場合は、当該契約を変更又は解除する。また、それに

よる損害を受託者が受けた場合であっても、損害の賠償を委託

者に請求することはできないものとする。 

５ 実施内容 

  受託者が実施する内容は、次のとおりとする。 

（１）機械装置調達、設置及び管理業務 

ア 受託者は、警備業務に必要な機械装置を調達及び設置しなければなら

ない。この場合において、調達及び設置に要する経費は、全て受託者の

負担とする。ただし、委託者が現に設置している機械装置を使用できる

と認める場合はこの限りでない。 

イ 受託者は、侵入の恐れがある箇所に赤外線感知等による警報機を設置

しなければならない。 



ウ 設置する警報器は、警備対象施設において発生した異常事態を受託者

の基地局に自動的に送信する機能を保有すること。ただし、監視装置に

ついては、委託者の電話回線を使用するものとする。 

エ 受託者は、機械警備が正常に行えるよう適宜点検を行うものとし、機

械装置が円滑に作動できるよう管理しなければならない。 

オ 受託者は、故障等の不具合により機械装置の修理・交換を行う際は、

委託者に対し事前通知を行い、受託者の負担により行うものとする。 

（２）警備業務 

ア 警備時間は、委託者の指示により、機械警備をしないこととなる時間

以外の全ての時間。 

 イ 警報機器又は監視装置が侵入異常を感知した場合は、監視装置により

受託者の基地局に異常信号を送信し、基地局にて信号受信後、直ちに、

警備員を警備対象施設に派遣させなければならない。 

ウ 警備対象施設に到着した警備員は、異常事態を確認後、警備本部にそ

の状況を連絡し、必要に応じ警察等へ通報するとともに、委託者へ連絡

しなければならない。 

６ 提出書類 

（１）受託者は、契約締結後、機械警備計画書を委託者に提出しなければなら

ない。 

（２）受託者は、月ごとの業務の成果について、報告書を作成し、委託者に提

出しなければならない。 

（３）報告書のほか委託者が随時に指示する書類、資料等についても作成し、

委託者に提出しなければならない。 

７ 緊急連絡体制表の提供 

（１）委託者は、契約締結後、緊急連絡体制表を受託者に提供する。 

（２）緊急連絡体制に変更がある都度、受託者に提供する。 

８ 変更の届出 

（１）受託者の名称、代表者、所在地、基地局の電話番号又は警備員に変更が

生じたときは、直ちに委託者に届け出なければならない。 

９ 鍵の預託 



（１）警備実施に必要な鍵は、委託者受託者相互に預託し、それぞれが厳重に

保管使用するものとする。 

（２）委託者が受託者に対象施設の門扉の鍵と施設建物の鍵をそれぞれ２本ず

つ貸与する。 

（３）受託者は委託者に機械装置用の鍵を１２本貸与する。 

１０ 費用負担 

（１）履行期間の開始日である令和７年６月１日までに機械装置の設置が間に

合わない場合において、警備に要する費用は、受託者の負担とする。 

（２）契約期間満了又は契約解除により、機械装置の撤去が発生した場合は、

原則、原状回復することとし、これに要する費用は、全て受託者の負担と

する。 

１１ 業務引継 

（１）準備期間中に業務全般について、現在本業務を実施している警備会社と

十分に調整を行い、引継ぎを受けることとし、警備に空白期間が発生しな

いようにすること。 

（２）契約期間が満了する場合又は契約が解除された場合は、遅滞なく本業務

に関する事項を委託者の指定する者に引き継ぎすること。 

（３）準備期間における引継ぎに係る経費等は、全て受託者の負担とする。 

１２ その他 

（１）書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのでき

る筆記用具（消せるボールペン等）は使用しないこと。 

（２）この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上、解決

するものとする。 

以上 


